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はじめに 

 

現在、学校を取り巻く環境は複雑化・多様化し、学校現場が直面する課題も

多種多様であり、教員は様々な教育課題への対応を求められています。 

平成２８年度に、北海道教育委員会が実施した「教育職員の時間外勤務等に

係る実態調査」では、１週間当たりの勤務時間が 60時間を超えている者の割合

が、小学校で２割、中学校で４割を超えているという実態が明らかになりまし

た。 

こうした状況を踏まえ、北海道教育委員会において、「学校における働き方改

革北海道アクション・プラン（平成３０年３月）」が公表され、その中で、道内

全ての学校における働き方改革を進めるための業務改善の方向性を示すととも

に各市町村の教育委員会による計画的な取組が求められています。 

増毛町においても、町内の学校において、働き方改革を行うため、業務改善

の方向性を示した「学校における働き方改革 増毛町ワークスタイルプラン」

を作成することといたしました。 

今後においても、学校、家庭、地域、行政が密接に連携し、保護者や地域住

民の理解を得ながら勤務できる環境の整備に努めてまいる考えです。 

 

 

○ 取組の方向性 

・ これまでの働き方を見直し、教員が業務の質を高めるとともに、日々の生

活や教職人生を豊かにすることで、自らの専門性や人間性を高め、子どもた

ちに対して効果的な教育活動を行い教育の質を高めるという、働き方改革の

目指す理念を共有しながら、取組を実行する。 

・ 「学校における働き方改革」は、学校はもとより、国、地方公共団体、更

には家庭、地域等を含めた全ての関係者がそれぞれの立場で、学校種による

勤務態様の違いや、毎日子どもと向き合う教員という仕事の特性も考慮しつ

つ、その解決に向けて取り組んでいくことが重要である。 

 

○ ワークスタイルプランの目標及び期間 

本プランに掲げる取組を成果の検証を行いながら着実に進めるため、当面の

目標を次のとおり設定し、取組期間は平成 30 年度から令和 2 年度までの３年

間とする。 

 

教員の在校等時間から条例で定める勤務時間等を減じた時間を 

1ヶ月で４５時間以内、１年間で３６０時間以内とする。 

※１ 児童生徒等にかかる臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない
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場合についても、１年間で 720時間を超えないようにするとともに、１

ヶ月で 45時間を超える月は１年間に６月までとする。 

※２ また、１か月では 100 時間未満であるとともに、連続する複数月のそ

れぞれの期間について、月平均が 80 時間を超えないようにする。 

※３「在校時間」は、「増毛町立学校の教員の勤務時間の上限について」の

（２）の①による。 

 

町教委は、学校における働き方改革の取組を検証しながら、具体的な学校経

営指導に務める。また、学校は、時間外勤務等の実態を踏まえ、実情に応じた

取組を実施していく。 

 

○ 具体的な取組 

 ・ 町教委は、地域や各学校の実情を踏まえ、次の取組を行う。 

 ・ 学校は、校種をはじめ、各学校の実情を踏まえた上で、優先順位を決め

て、次の取り組みを行う。 

 

 

 

（１）「チーム学校」の実現に向けた専門スタッフ等の配置促進 

  ・ 町教委は、町内の各学校に対して、学習支援員、特別支援教育支援員、

学校教育活動支援員等の専門スタッフの配置を進める。 

 

（２）ＩＣＴ環境の整備による効果的な教科指導や事務負担の軽減 

  ・ ＩＣＴ環境整備のため、各学校へタブレット端末を配布し、教師の効

率的な教材研究・学習指導の準備と評価に活用する。またアプリを使っ

た授業も取り入れ、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、学力向上へ

つなげていく。 

  ・本庁舎とのＬＡＮ整備により、一般経理や文書の授受等に生じる事務負

担を軽減する。 

 

（３）校務支援システムの導入促進 

  ・ 道立学校において導入されている、成績処理などを行う教務支援シス

テムやメール機能などを有するグループウェアを備えた「北海道公立学

校校務支援システム」について、管内の導入の実績を見ながら検討を進

めていく。 

１ 本来担うべき業務に専念できる環境の整備 
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○北海道公立学校校務支援システム導入学校数（H31.4.1現在） 

  小学校・中学校     ５４自治体、３１３校 

  高等学校・特別支援学校 道立学校２６２校、市町村立学校１６校 

 

（３）コミュニティ・スクールの取組み 

・ 町教委は、学校を核として、地域全体で子供たちの学びや成長を支える

取組が推進されるよう、保護者や地域住民が学校運営に参画する「コミュ

ニティ・スクール」を導入し、地域の実情に応じた効果的な活動を促す。 

 

 

 

（１）部活動休養日等の完全実施 

  ・ 生徒の学校生活等への影響を考慮した休養日や活動時間を設定し、け

がの防止や心身のリフレッシュを図るほか、教師が健康でいきいきとや

りがいをもって勤務しながら、学校教育の質を高められる環境を構築す

るためには、教師の部活動指導における負担が過度にならないよう配慮

する必要があることから、全ての部活動における休養日等の完全実施に

向けた取組を進める。 

 

① 部活動休養日の実施 

・ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、

土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日

とする。週末又は祝日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に

振り替える。）こと。 

  また、学校閉庁日はその期間を休養日とし、道民家族の日（毎月第３日

曜日）は、可能な限り休養日とするよう努めること。 

 

② 部活動の活動時間 

・ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期

中の週末を含む）は３時間程度とすること。 

 

※ 上記の部活動休養日及び活動時間の具体的な取扱の詳細については、「北海

道の部活動の在り方に関する方針」による。 

 

2 部活動指導に関わる負担の軽減 
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（２）複数顧問の効果的な活用 

・ 可能な限り部活動ごとに複数顧問を配置し、かつ、交代で指導や安全管

理を行うなどして、時間外勤務縮減につながる取組を行う。 

 

（３）部活動指導員の配置等 

・ 町教委は、町内に在住する部活動指導員としての適任者を、学校と協議

の上、配置を検討する。 

 

 

 

（１）ワークライフバランスを意識した働き方の推進 

・ 学校における働き方改革を着実に進めるため、職員一人一人がワークラ

イフバランス（仕事と生活の調和）の視点を積極的に取り入れ、意識改革

を図ることができるよう、次の取組を進める。 

 

○月２回以上の定時退勤日の実施 

○担任の負担軽減のため、一般事務の分散化 

 

（２）長期休業期間中における「学校閉庁日」の設定 

・ 町立学校職員が休養を取りやすい環境を整備し、心身の健康を保持する

ため、長期休業期間中に一定期間の学校閉庁日を設定する。 

 

① 実施目的 

・職員が休養を取りやすい環境を整備し、心身の健康を保持するため 

② 設定期間 

・８月１５日前後の特定の３日間に設定することを基本（夏季休業期 

間内で学校の実情に応じて設定することも可） 

・年末年始の休日は、全町統一の学校閉庁日とする 

③ 服務上の取扱等 

・年休、夏休、振替等 

・休暇取得を強制しない 

・部活動休養日に設定 

④ 保護者への周知 

・各学校が通知を保護者に発出 

 

３ 勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実 
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（３）勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムの構築 

・ 学校職員が自らの勤務時間に対する管理意識向上のため、各学校にタイ

ムカードを導入する。 

・ 学校においては、勤務時間等を把握・記録した結果を踏まえ、職員の健

康に配慮するとともに、一部の職員に業務が集中しないよう、業務の平準

化、効率化などの取組を進める。 

 

 

 

（１）調査業務等の見直し 

・ 教員の事務の負担を軽減するため、学校を対象として行う調査について、

廃止や縮小、他の調査との統合など、実施の必要性を踏まえて調査業務の

見直しを行ってきており、今後も、調査の精選を図るとともに、提出期間

を十分に確保し、一定期間に調査業務が集中することのないよう取り組ん

でいく。 

・ 各種届出や報告事項等の見直しを行うとともに、提出書類や様式の簡素

化を進める。 

・ 民間団体等からの作文や絵画コンクール等への出展依頼、各種団体から

の子どもの事業依頼などについて精査し、学校の負担軽減に取り組む。 

 

（２）メンタルヘルス対策の推進 

・ 町教委は、職員のメンタルヘルス・ケア支援として、ストレスチェック

の実施、心の健康に不安を抱く職員やその家族が相談できる「心の相談室」

を開設し、町立学校職員のメンタルヘルス対策を推進する。 

 

（３）トラブル等に直面した際のサポート体制の構築 

・ 町教委は、町内の小学校及び中学校において、いじめ・不登校・問題行

動等の対応として、専門的な見地からの助言や支援を行うため、増毛町学

校教育活動支援員を配置する。 

・支援員は、学校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。 

(１) 児童生徒へのカウンセリング、ケア 

(２) 児童生徒の学校活動への支援、及び、学習支援 

(３) 教職員への助言、支援 

(４) 保護者との教育相談支援 

(５) その他教育活動諸問題への対応支援 

４ 教育委員会による学校サポート体制の充実 
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（４）学校の組織運営に関する見直し 

・ 町教委は、学校に設置されている様々な委員会等について、類似の内容

を扱う委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一など、業

務の適正化に向けた運用となるよう指導・助言を行う。 

 

 

○ 保護者や地域住民等への理解促進 

  教員の長時間労働を改善し、教員が授業や授業準備等に集中し、健康でい

きいきとやりがいをもって勤務することができる環境を整備することが、学

校教育の質の向上につながる。子どもたちに対する教育は、学校、家庭、地

域が連携協力して進めなければならず、その基礎となるのは信頼関係や共通

認識であり、学校における働き方改革の取組について、保護者や地域住民等

にも理解を深めてもらう必要がある。 

  このため、各学校においては、保護者や地域住民等に対し、適切に説明責

任を果たし、その理解と協力を得るためにも、業務改善や教員の働き方改革

について、学校評価に明確に位置付けるなどするとともに、町教委において

も各関係機関と連携するなどしながら、学校における働き方改革について、

保護者や地域住民等への普及啓発を進める。 

 

 

○ 増毛町立学校の教員の勤務時間の上限について 

   文部科学省が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイド

ライン」を参考に、増毛町立学校の教員の勤務時間の上限の目安時間を次の

とおり定める。 

   ここで定める上限の目安時間については、教員に目安時までの勤務を推奨

するものではなく、町教委及び各学校は、教員の勤務時間が上限の目安時間

を超えないよう、本プランの取組を推進する。 

 

（１）対象者 

  「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第 2

条に規定する義務教育諸学校等の教育職員を対象とする。 

 

（２）「勤務時間」の考え方 

教員が校内に在校している在校時間を対象とすることを基本とする。なお、

所定の勤務時間外に校内において自らの判断に基づいて自らの力量を高め

るために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間については、自己申告に基
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づき除くものとする。 

これに加えて、校外での勤務についても、職務として行う研修への参加や

児童生徒等の引率等の職務に従事している時間については、時間外勤務命令

に基づくもの以外も含めて外形的に把握し、対象として合算する。 

ただし、これらの時間からは、休憩時間を除くものとする。 

これらを総称して「在校等時間」とする。 

 

（３）上限の目安時間 

ア １か月の在校等時間の総時間から市町村立学校職員給与負担法に規定

する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例で準用する北海道学校職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「道条例」という。）で定める勤

務時間の総時間を減じた時間が、45時間を超えないようにすること。 

イ １年間の在校等時間の総時間から道条例で定める勤務時間の総時間を

減じた時間が、360時間を超えないようにすること。 

 

（４）特例的な扱い 

ア 上記（３）を原則としつつ、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情によ

り勤務せざるを得ない場合についても、１年間の在校等時間の総時間から

道条例で定める勤務時間の総時間を減じた時間が、720時間を超えないよ

うにすること。この場合においては、１か月の在校等時間の総時間から道

条例で定める勤務時間の総時間を減じた時間が45時間を超える月は、１年

間に６月までとすること。 

イ また、１か月の在校等時間の総時間から道条例で定める勤務時間の総時

間を減じた時間が100時間未満であるとともに、連続する複数月（２か月、

３か月、４か月、５か月、６か月）のそれぞれの期間について、各月の在

校等時間の総時間から道条例で定める各月の勤務時間の総時間を減じた

時間の１か月当たりの平均が、80時間を超えないようにすること。 

 


